
番 号 １３       事故種別 公衆感電外負傷事故 

事故発生 

事業所の概要 

業 種 一般電気事業 
主任技術者選任形態 選任 

(事故の概要) 

 事故発生日時        秋 13時30分頃 

 事故発生電気工作物  低圧引込線 使用電圧  105V  
 被害者の概要       公衆、男性 
 原  因      作業者の過失 

(事故の状況) 

・ 被災者は、マンションの外壁塗装作業中、引込線を身体で押さえ込み、短絡させ、

アークにより負傷した。 
・ なお、低圧引込線には防護管が取り付けられていなかった。 
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番 号 １４     事故種別 公衆感電外負傷事故 

事故発生 

事業所の概要 

受電電圧  6.6kV、契約電力 54kW 

業 種  給食センター 主任技術者選任形態 外部委託（保安法人） 

(事故の概要) 

 事故発生日時         冬  17時30分、天候  晴れ 

 事故発生電気工作物   動力分電盤  使用電圧 200V 
被害者の概要     公衆、男性 
原  因       作業者の過失 

(事故の状況) 

・ 被害者がボイラー改修のため動力分電盤内のフロートレススイッチを取り替える

作業を行っているときに、誤ってドライバーを電源端子部に接触、短絡させアー

クにより火傷した。 
 

 
（再発防止対策） 
・ 改修工事に電気関係の工事範囲がある場合は、事前に主任技術者に連絡し、保安教育

及び安全対策を実施 
 
 

 
 
 
 


